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令和７年第１回熊野町議会定例会 

会議録（第２号） 

 

１．招集年月日  令和７年３月４日 

２．招集の場所  熊野町議会議場 

３．開議年月日  令和７年３月５日 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

４．出席議員（１３名） 

    １番 藤 本 健 太      ２番 世 良 将 生 

    ３番 水 原 耕 一      ４番 福垣内 邦 治 

    ５番 光 本 一 也      ６番 中 島 数 宜 

    ７番 尺 田 耕 平      ８番 竹 爪 憲 吾 

    ９番 沖 田 ゆかり     １０番 片 川   学 

   １１番 民 法 正 則     １３番 大瀬戸 宏 樹 

   １４番 時 光 良 造 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

５．欠席議員（０名） 

     な し 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

６．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

      町 長         三 村 裕 史 

      副 町 長         岩 田 秀 次 

      教 育 長         平 岡 弘 資 

      総 務 部 長         西 岡 隆 司 

      住 民 生 活 部 長         西 川 伸一郎 

      健 康 福 祉 部 長         西 村 ゆ り 

      企 画 担 当 部 長         榎 並 正 和 

      建 設 農 林 部 長         堂 森 憲 治 

      技 術 担 当 部 長         寺垣内 栄 作 

      教 育 部 長         立 花 太 郎 
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      総 務 部 次 長         佛 圓 至 裕 

      住民生活部次長         福 嶋 春 樹 

      健康福祉部次長         井 原 志保里 

      建設農林部次長         宗 像 雅 充 

      教 育 部 次 長         須 賀 雅 彦 

      財 務 課 長         多久見 良 数 

      産 業 観 光 課 長         近 藤 光 宏 

      収 納 管 理 課 長         堀 野   准 

      防 災 安 全 課 長         北 川 忠 博 

      生 活 環 境 課 長         花 岡 秀 城 

      高齢者支援課長         竹 本 園 美 

      子育て支援課長         熊 野 孝 則 

      健 康 推 進 課 長         寺 澤 ひとみ 

      農 林 緑 地 課 長         中 原 幸 成 

      都 市 整 備 課 長         渡 部 貴 幸 

      会 計 課 長         福垣内 哲 治 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

７．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

      議 会 事 務 局 長         桐 木 和 義 

      議会事務局書記         尾 濵 宏 教 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

８．議 事 日 程（第２号） 

     開 会 宣 告 

 日程第 １ 議案第１２号 町道の路線認定について 

 日程第 ２ 議案第１３号 財産の取得について（食缶） 

 日程第 ３ 議案第１４号 財産の取得について（食器等） 

 日程第 ４ 議案第１５号 （仮称）筆の里創造の丘公苑観光交流施設新築工事請負契 

              約の締結について 

 日程第 ５ 議案第１６号 専決処分した令和６年度熊野町一般会計補正予算（専決第 

              ３号）の報告及び承認について 
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 日程第 ６ 議案第１７号 令和６年度熊野町一般会計補正予算（第４号）について 

 日程第 ７ 議案第１８号 令和６年度熊野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

              ４号）について 

 日程第 ８ 議案第１９号 令和６年度熊野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２ 

              号）について 

 日程第 ９ 議案第２０号 令和６年度熊野町介護保険特別会計補正予算（第３号）に 

              ついて 

 日程第１０ 議案第２１号 令和６年度熊野町下水道事業会計補正予算（第３号）につ 

              いて 

 日程第１１ 議案第２２号 令和７年度熊野町一般会計予算について 

 日程第１２ 議案第２３号 令和７年度熊野町国民健康保険事業特別会計予算について 

 日程第１３ 議案第２４号 令和７年度熊野町後期高齢者医療特別会計予算について 

 日程第１４ 議案第２５号 令和７年度熊野町介護保険特別会計予算について 

 日程第１５ 議案第２６号 令和７年度熊野町下水道事業会計予算について 

 日程第１６ 発議第 １号 熊野町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正す 

              る条例案について 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

９．議事の内容 

（開会 ９時３０分） 

○議長（時光） おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１３名です。定足数に達していますので、昨日に引き続き会議

を再開いたします。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） これより日程第１、議案第１２号、町道の路線認定についてを議題とし

ます。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。 

  三村町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第１２号、町道の路線認定につきまして、提案理由を御説明申し上
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げます。 

  町道の路線認定につきましては、堂ヶ迫３号線、大年原６号線、火ノ原３号線、火ノ

原４号線、宮ヶ迫４号線、宮ヶ迫５号線、上ノ山２号線、上ノ山３号線、大道地３号線、

福垣内４号線及び中溝呉地中央線を道路法の認定に基づき町道として路線認定を行うも

のでございます。 

  詳細につきましては、建設農林部次長から説明をさせます。 

  御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光）  宗像建設農林部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設農林部次長（宗像） 議案第１２号、町道の路線認定の詳細につきまして、お手元

の資料１４により御説明申し上げます。 

  場所につきましては、１ページに町道認定路線表及び位置図を、また、各路線の詳細

につきましては、２ページから３０ページまでに詳細図及び地番図を添付しております

ので、御参照ください。 

  今回認定する道路につきましては、都市計画法に基づく開発行為等により施工された

道路を路線認定するものであり、既に寄附・帰属を受けているものでございます。 

  また、広島県から移譲を受ける予定である一般県道瀬野呉線を路線認定するものでご

ざいます。 

  それでは、１ページに戻りまして、資料上段の認定路線表を御覧ください。 

  まず１路線目、路線番号７３７、堂ヶ迫３号線です。延長は３８.５メートル、幅員

は５メートルから１０メートルです。起点は、呉地一丁目１０９６番１地先から、終点

は呉地一丁目１０９６番８地先です。 

  次に、２路線目、路線番号７３８、大年原６号線です。延長は４２.４メートル、幅

員４.５メートルから９.６メートルです。起点は、出来庭七丁目２３４０番７地先、終

点は、出来庭七丁目２３４０番１３地先です。 

  次に、３路線目、路線番号７３９、火ノ原３号線です。延長は１１３.７メートル、

幅員は６メートルから２１.３メートルです。起点は、出来庭十丁目２７０９番４地先、

終点は、出来庭十丁目２７１０番３０地先です。 

  次に、４路線目、路線番号７４０、火ノ原４号線です。延長は４８.１メートル、幅
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員６メートルから１１メートルです。起点は、出来庭十丁目２７１０番２８地先、終点

は、出来庭十丁目２７１０番２６地先です。 

  次に、５路線目、路線番号７４１、宮ヶ迫４号線です。延長は２３.４メートル、幅

員は６メートルから１６メートルです。起点は、中溝五丁目３４９１番２２地先、終点

は、中溝五丁目３４９１番１９地先です。 

  次に、６路線目、路線番号７４２、宮ヶ迫５号線です。延長は４４.８メートル、幅

員６メートルから１２.５メートルです。起点は、中溝五丁目３４９１番５地先、終点

は、中溝五丁目３４９１番９地先です。 

  次に、７路線目、路線番号７４３、上ノ山２号線です。延長は６１.６メートル、幅

員は６メートルから１３.２メートルです。起点は、川角二丁目４７２番２９地先、終

点は、川角二丁目４７２番２２地先です。 

  次に、８路線目、路線番号７４４、上ノ山３号線です。延長は１４メートル、幅員は

６メートルから１３.１メートルです。起点は、川角二丁目４７２番１２地先、終点は、

川角二丁目４７２番１１地先です。 

  次に、９路線目、路線番号７４５、大道地３号線です。延長は８６.９メートル、幅

員は６メートルから１２メートルです。起点は、川角二丁目２２２番２地先、終点は、

川角二丁目２２２番１１地先です。 

  次に、１０路線目、路線番号７４６、福垣内４号線です。延長は５０メートル、幅員

は４.５メートルから９.８メートルです。起点は、萩原六丁目６２８９番４地先、終点

は、萩原六丁目６２９０番７地先です。 

  最後に、１１路線目、路線番号７４７、中溝呉地中央線です。延長は１０２０メート

ル、幅員は４メートルから２２.２メートルです。起点は、中溝一丁目３５７５番１地

先、終点は、呉地四丁目４４１番１地先です。 

  説明は以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

  沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○９番（沖田） たくさん開発されるようなんですけれども、この町道は何軒建つかによ
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って違うと思うんですが、ミラーの設置についてちょっとお伺いしたいんですけれども、

今回ここに出ている中で、ミラーを設置する必要があるところがありますか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光）  宗像次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○建設農林部次長（宗像） カーブミラーということですので、開発の段階で明らかにど

ういうんですか、開発地の中でカーブといいますか曲がり角になるようなところについ

ては、開発業者のほうに御協力をいただいております。 

  また、既存の道路に接続するところで、出入口で家が建って見えにくくなるというよ

うなところについても御協力をお願いしておるところです。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） 沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○９番（沖田） 家が建ってから頼まれることが多いんですけれども、事前に分かってい

れば先に設置できるようにしていただいたら、家が建って引っ越ししてこられた方の危

険もないと思いますので、よろしくお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） ほかにありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（時光）これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（時光） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第１２号について採決します。 

  本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（時光） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１２号については原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（時光） これより日程第２、議案第１３号、財産の取得についてを議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第１３号、財産の取得につきまして、提案理由を御説明申し上げま

す。 

  熊野町立学校給食備品等購入事業について、その予定価格が７００万円を超えるため、

議会の議決を求めるものでございます。 

  御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

  片川議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１０番（片川） ちょっとお尋ねするんですが、参考までに。この備品です、大体何年

ぐらい使えるものを検討されているのでしょうか。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） 須賀教育部次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部次長（須賀） 食缶及び食器なんですけれども、一応は５年という耐用年数にな

ろうかと思います。ただ食缶につきましては５年というのから７年、８年はもつような

頑丈なものだと聞いております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） ほかにありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（時光）これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（時光） これをもって討論を終結します。 
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  これより議案第１３号について採決します。 

  本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（時光） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１３号については原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） これより日程第３、議案第１４号、財産の取得についてを議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第１４号、財産の取得につきまして、提案理由を御説明申し上げま

す。 

  熊野町立学校給食備品等の購入について、その予定価格が７００万円を超えるため、

議会の議決を求めるものでございます。 

  御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

  光本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○５番（光本） 落札業者の広島アイホ―調理機株式会社、他町の今までの実績等があれ

ば、市町の実績のほうをお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） 須賀次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部次長（須賀） 手元に資料がないので申し訳ないのですけれども、一応、目的に

もそのアイホ―という商品をほとんどというか、各市町の小学校、中学校のほうで導入

されていると業者のほうからは聞いております。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（時光） 光本議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○５番（光本） また後ほどでもよろしいので、市町の実績をお願いします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） 須賀次長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○教育部次長（須賀） では用意させていただいて、提示させていただきます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） ほかにありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（時光） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（時光） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第１４号について採決します。 

  本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（時光） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１４号については原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） これより日程第４、議案第１５号、（仮称）筆の里創造の丘公苑観光交

流施設新築工事請負契約の締結についてを議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第１５号、（仮称）筆の里創造の丘公苑観光交流施設新築工事請負

契約の締結につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 

  この契約は、筆の里工房北側に観光交流施設を整備し、主体的な創造活動等を通じて

定住交流の促進及び観光振興を図るものです。 
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  その工事の契約締結について、その予定価格が５,０００万円以上のため、議会の議

決を求めるものでございます。 

  御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（時光） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（時光） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第１５号について採決します。 

  本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（時光） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１５号については原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） これより日程第５、議案第１６号、専決処分した令和６年度熊野町一般

会計補正予算（専決第３号）の報告及び承認についてを議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第１６号、専決処分した令和６年度熊野町一般会計補正予算（専決

第３号）の報告及び承認につきまして、御説明申し上げます。 

  専決処分した令和６年度熊野町一般会計補正予算（専決第３号）につきましては、既

定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ８,７８０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を１

１１億２,６２６万４,０００円とするものでございます。 

  内容につきましては、国の施策に基づき物価高騰などに直面する低所得世帯を支援す

るため、住民税非課税世帯へ１世帯当たり３万円の支給と、その世帯に扶養されている

１８歳以下の児童１人当たり２万円を支給するための費用として、歳入歳出予算にそれ
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ぞれ８,７８０万円を増額補正したもので、当該事業に係る予算を早急に措置する必要

があることから、地方自治法第１７９号第１項の規定に基づき専決処分したものでござ

います。 

  御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（時光） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（時光） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第１６号について採決します。 

  本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（時光） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１６号については原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） これより日程第６、議案第１７号、令和６年度熊野町一般会計補正予算

（第４号）についてを議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第１７号、令和６年度熊野町一般会計補正予算（第４号）案につき

ましては、既定の歳入歳出予算総額からそれぞれ１億８,１９２万円を減額し、歳入歳

出予算の総額を１０９億４,４３４万４,０００円とするものでございます。また、第２

条で継続費の補正、第３条で繰越明許費の補正、第４条で地方債の補正についてお願い

するものでございます。 

  一般会計の総予算案の詳細につきましては、副町長から説明をさせます。 

  御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） 岩田副町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○副町長（岩田） 令和６年度熊野町一般会計補正予算（第４号）案の内容につきまして

御説明いたします。 

  まず、歳入から御説明いたします。 

  １６ページをお開きください。 

  歳入につきましては、款ごとに主な増減を御説明いたします。 

  １款・町税につきましては、全体で３００万円の減額でございます。主な内容は、１

項・町民税において、個人町民税が定額減税の実施に伴い３,９６０万円の減額、法人

町民税では、法人税割の増による６３０万円の増額で、個人・法人を合わせて３,３３

０万円の減額でございます。 

  ２項・固定資産税では、土地及び家屋が増額見込みになったことから、２,０２０万

円の増額でございます。 

  ４項・町たばこ税では、売上げ本数が増加したことにより８００万円の増額でござい

ます。 

  次の１８ページ、３款・利子割交付金から２０ページ、８款・環境性能割交付金まで

につきましては、県からの配分見込額に応じて補正を行っております。 

  １０款・地方交付税では、令和６年度地方交付税の再算定に伴い、１億３,４０７万

６,０００円の増額でございます。 

  １２款・分担金及び負担金につきましては、３５１万８,０００円の減額でございま

す。この主な内容は、１項・負担金において、定額減税の実施により保育所利用料５２

３万３,０００円の減額などでございます。 

  続きまして、２２ページ下段から２７ページにかけての、１４款・国庫支出金につき

ましては、全体で１億１,２７８万５,０００円の減額でございます。主な内容でござい

ますが、２２ページ下段から２５ページ中段にかけての、１項・国庫負担金、１目・民

生費負担金では、障害者総合支援事業における障害者自立支援等国庫負担金の収入見込

額の減など、項全体で３,４８０万１,０００円の減額、２４ページ下段から２７ページ

にかけての、２項・国庫補助金につきましては、２６ページの４目・土木費補助金で、

筆の里工房周辺整備事業における都市公園事業交付金の減額など、項全体で７,７９８
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万４,０００円の減額となっております。 

  続いて、２８ページから３１ページにかけての１５款・県支出金につきましては、全

体で１,２６０万円の減額でございます。主な内容といたしましては、３０ページの２

項・県補助金、４目・農林水産業費補助金で、小規模崩壊地復旧事業の歳出予算減に伴

う減額など、項全体で６７５万３,０００円の減額でございます。 

  続いて、３２ページの１６款・財産収入については、全体で１１２万７,０００円の

増額でございます。主な内容といたしましては、２項・財産売払い収入におきまして、

公用廃止をした里道の売払いなどで１００万３,０００円の増額でございます。 

  続いて１７款・寄附金につきましては、現在までの寄附実績から９,０１０万３,００

０円の減額でございます。 

  続いて、１８款・繰入金につきましては、全体で３,４３４万９,０００円の減額でご

ざいます。主な内容といたしましては、地方交付税の追加交付や事業費の減に伴い、財

政調整基金繰入金を３,０７３万４,０００円、筆の里づくり基金繰入金を３６１万５,

０００円、それぞれ減額したことでございます。 

  続いて、３４ページから３７ページ中段にかけての２０款・諸収入につきましては、

全体で２,６９３万１,０００円の減額でございます。この主な内容は、５項・雑入で、

３６節・ワクチン生産体制等緊急整備基金助成金において、新型コロナワクチン接種者

の減により２,２９９万９,０００円の減など、項全体で２,６２０万５,０００円の減額

でございます。 

  続いて、３６ページ中段から３９ページにかけての２１款・町債につきましては、６,

６６０万３,０００円の減額でございます。詳細につきましては、後ほど第４表で事業

別に説明させていただきます。 

  次に、歳出につきまして御説明いたします。 

  ４０ページをお開きください。 

  歳出につきましては、主に執行残の減額などの予算整理となっております。説明に当

たりましては、目別に主な増額事業と減額事業の内容について御説明いたします。 

  それでは４６ページをお開きください。 

  ２款・総務費、２項・企画費、１目・企画総務費では、行政情報化事業において基幹

系システムの標準化対応業務の仕様精査や、今年度のガバクラ利用料が国負担になった

ことなどによる役務費や委託料など３,０１５万９,０００円の減額でございます。 
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  続いて、下段から次のページ中段にかけてのふるさと納税事務事業において、ふるさ

と納税の寄附額の減に伴う返礼品に要する報償費や役務費など２,６７０万７,０００円

の減額でございます。 

  続いて、５６ページをお願いいたします。 

  ３款・民生費、１項・社会福祉費、１目・社会福祉総務費では、中段の物価高騰対応

重点支援給付金支給事業において、令和６年度に新たに住民税が非課税となる世帯など

に対しての、給付金支給実績から扶助費など２,３０６万７,０００円の減額でございま

す。 

  続いて、下段から次のページにかけての定額減税補足給付金支給事業において、低額

現在し切れないと見込まれる方に対しての給付金支給実績から扶助費など１,８００万

円の減額でございます。 

  続いて、５８ページの３目・障害者福祉費では、下段から次のページにかけての障害

者総合支援事業において、利用者の増加により扶助費など２,６６９万２,０００円の増

額でございます。 

  続いて、６０ページの６目・国民健康保険費では、熊野町国民健康保険事業において

繰出金の増加により、１,０７７万１,０００円の増額でございます。 

  続いて、７目・福祉医療費では、福祉医療費公費負担事業において、ひとり親家庭の

医療費の増加により、８５万９,０００円の増額でございます。 

  続いて、６２ページ下段の２項・生活保護費、２目・扶助費では、生活保護費支給事

業における実績見込みにより、２,２００万円を減額しております。 

  続いて、６６ページをお開きください。 

  ３項・児童福祉費、３目・保育所費では、保育所等運営事業において、公定価格の改

正が４月１日に遡って適用されたことによる負担金補助及び交付金など、４,１６７万

５,０００円の増額でございます。 

  続いて、６８ページをお願いいたします。 

  ４款・衛生費、１項・保健衛生費、２目・予防費では、感染症対策事業において新型

コロナウイルスワクチン接種者が見込みを下回ったことから、委託料など２,５５８万

９,０００円の減額でございます。 

  続いて、下段から次のページにかけての３目・母子保健費では、母子保健事業におい

て産後ケア事業の利用者の増加により、委託料など１０７万円の増額でございます。 
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  続いて、７１ページ中段の出産・子育て応援交付金事業においては、出産・子育て応

援交付金の申請者の増加により、２１０万円の増額をしております。 

  続いて、７６ページをお開きください。 

  中段の５款・農林水産業費、２項・林業費、１目・林業振興費では、小規模崩壊地復

旧事業において、事業費の執行状況により２,３６５万４,０００円を減額しております。 

  続いて、８４ページをお願いいたします。 

  下段の７款・土木費、４項・都市計画費、２目・公園費では、筆の里工房周辺整備事

業において、国庫補助金の交付決定額に合わせた予算執行とするため、事業計画を見直

したことによる５,７００万円の減額でございます。 

  続いて、１００ページをお開きください。 

  下段から次のページにかけての、１２款・諸支出金、１項、１目・基金費の基金事業

につきましては、筆の里づくり基金積立金として、ふるさと納税などを計画的に活用す

るための積立てや、減債基金積立金として国の補正予算により増額措置された普通交付

税を活用した積立てなど、事業合計で１億６,３７０万３,０００円の増額でございます。 

  以上が、歳入歳出予算補正の主な内容でございます。 

  次に、６ページにお戻りください。 

  第２表、継続費補正でございます。筆の里工房周辺整備事業において、国庫補助金の

交付決定額に合わせた事業計画とするため、全体額は変更せず、令和６年度、令和７年

度の年割額を変更しております。 

  第３表、繰越明許費補正につきましては、国の補正予算に係るものなど年度内の執行

が困難になった経費について、翌年度に繰り越して使用するため、合計で１億２１２万

２,０００円を計上しております。 

  第４表、地方債補正では、下段から次のページにかけての１、変更につきましては、

事業費の増減に伴う調整を行っております。 

  ８ページ下段から次のページにかけての２、廃止につきましては、緊急自然災害防止

対策事業債では、広島県が施工する砂防事業の進捗に合わせ、舗装補修工事を中止した

ことや、次のページの緊急防災・減災事業債では、事業計画を変更したこと、臨時財政

対策債につきましては、普通交付税の追加交付などによって財源が確保できたことによ

り、それぞれ借入額を廃止するものでございます。 

  令和６年度熊野町一般会計補正予算（第４号）案についての説明は以上でございます。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

  沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○９番（沖田） ７７ページの小規模崩壊地復旧事業なんですけれども、議会運営委員会

において１２ほどの小規模崩壊地の設計変更に伴う減額とお伺いしました。詳細な説明

を求めます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） 中原農林緑地課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○農林緑地課長（中原） 古屋奥小規模崩壊地復旧事業、城之堀の古屋奥という地区にな

るんですが、こちらのほうはすみません、本事業の事業費につきまして、予算要求時点

ではまだ設計ができておりませんでしたもので、当時、令和５年度に施工しておりまし

た事業単価を参考に予算要求させていただいたんですが、設計が出来上がった段階で現

役といいまして、雨が降って水が流れてくる例はさほど大きくないということが判明い

たしまして、実質的にかなり安く、小さい水路で済んだということと、上流で県が治山

堰堤をやっておられたんですが、その工事用道路もちょっと利用させていただくことが

できたということで、かなり今回につきましては経済的に出来上がったということでご

ざいます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） ほかにありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（時光） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（時光） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第１７号について採決します。 

  本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（時光） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１７号については原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） これより日程第７、議案第１８号、令和６年度熊野町国民健康保険事業

特別会計補正予算（第４号）についてを議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第１８号、令和６年度熊野町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第４号）につきましては、既定の歳入歳出予算総額から、それぞれ１億７８万５,０

００円を減額し、歳入歳出予算の総額を２２億８,０３７万１,０００円とするものでご

ざいます。 

  歳入の主な内容は、保険給付費等に対する県補助金１億３,７６６万８,０００円の減

額などでございます。 

  歳出の主な内容は、保険給付費１億円の減額などでございます。 

  御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（時光） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（時光） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第１８号について採決します。 

  本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（時光） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１８号については原案のとおり可決されました。 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） これより日程第８、議案第１９号、令和６年度熊野町後期高齢者医療特

別会計補正予算（第２号）についてを議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第１９号、令和６年度熊野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）につきまして、既定の歳入歳出予算総額から、それぞれ１,５２５万円を減額し、 

歳入歳出予算の総額を９億７,８２６万８,０００円とするものでございます。 

  歳入の主な内容は、保険料の見込み減による後期高齢者医療保険料９３０万６,００

０円の減額などでございます。 

  歳出の主な内容は、後期高齢者医療広域連合納付金の確定による １,５２５万円の減

額などでございます。 

  御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（時光） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（時光） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第１９号について採決します。 

  本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（時光） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１９号については原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） これより日程第９、議案第２０号、令和６年度熊野町介護保険特別会計

補正予算（第３号）についてを議題とします。 



－129－ 

  提案者から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第２０号、令和６年度熊野町介護保険特別会計補正予算（第３号）

につきまして、御説明申し上げます。 

  保険事業勘定につきましては、既定の歳入歳出予算総額から、それぞれ６,９２９万

８,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を２４億５,７５９万２,０００円とするも

のでございます。 

  歳入の主な内容は、基金繰入金３,８５６万５,０００円の減額や、保険給付費の減額

による支払基金交付金１,７４７万８,０００円の減額などでございます。 

  歳出の主な内容は、保険給付費６,８２１万４,０００円の減額などでございます。 

  続きまして、介護サービス事業勘定につきましては、既定の歳入歳出予算総額から、

それぞれ１２５万３,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を１,５１７万８,０００

円とするものでございます。歳入の内容は、一般会計繰入金１２５万３,０００円の減

額でございます。歳出の内容は、事業費において介護予防プラン作成委託料１２５万３,

０００円の減額でございます。 

  御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

  沖田議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○９番（沖田） ２０ページの８款・諸収入、３項・雑入、１目・雑入の成年後見申立て

費用本人負担分なんですが、これは１人分なんですか、それと今年度の実績を教えてく

ださい。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） 竹本高齢者支援課長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○高齢者支援課長（竹本） こちらのほうは１人分となっております。今年度につきまし

ては、今３人ほど進めています。 
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  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） ○議長（時光） ほかにありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

○議長（時光） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（時光） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第２０号について採決します。 

  本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（時光） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第２０号については原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） これより日程第１０、議案第２１号、令和６年度熊野町下水道事業会計

補正予算（第３号）についてを議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○町長（三村） 議案第２１号、令和６年度熊野町下水道事業会計補正予算（第３号）に

つきましては、収益的支出予定額を８２７万５,０００円減額し、総額を５億６,６５３

万８,０００円とするものでございます。 

  また、資本的収入予定額を１,４９７万６,０００円減額し、総額を３億７,７２２万

円とし、資本的支出予定額を８６５万８,０００円減額し、総額を５億７,０９８万１,

０００円とするものでございます。 

  収入の主な内容といたしましては、資本的収入として企業債の減額、国庫補助金の減

額、公共ます設置に係る受益者負担金及び下水道移設に係る工事負担金の減額でござい

ます。 

  支出の主な内容といたしましては、収益的支出として太田川流域下水道維持管理負担

金の減額でございます。また、資本的支出として県道矢野安浦線工事に伴う下水道移設



－131－ 

に係る設計委託料の減額、公共ます設置工事等の工事請負費の減額、太田川流域下水道

建設負担金の減額でございます。 

  御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

○議長（時光） これをもって質疑を終結します。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（時光） これをもって討論を終結します。 

  これより議案第２１号について採決します。 

  本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（時光） 異議なしと認めます。 

  よって、議案第２１号については原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） お諮りします。 

  これより日程第１１、議案第２２号、令和７年度熊野町一般会計予算についてから、

日程第１５、議案第２６号、令和７年度熊野町下水道事業会計予算についてまでを一括

議題としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（時光） 異議なしと認めます。 

  よって、日程第１１、議案第２２号から日程第１５、議案第２６号までを一括議題と

することに決定しました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） これより日程第１１、議案第２２号から日程第１５、議案第２６号まで

を一括議題とします。 

  提案者から提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○町長（三村） 議案第２２号から第２６号まで、一括して提案理由を御説明申し上げま

す。 

  まず、議案第２２号、令和７年度熊野町一般会計予算案ですが、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ１１９億７,９５３万４,０００円とするものでございます。 

  ２ページからの歳入ですが、主な内容といたしましては、町税２５億２,５１８万７,

０００円、地方交付税２８億３,３００万円、国庫支出金２７億８,１９９万１,０００

円、県支出金８億９,４６１万７,０００円、町債６億６,８４０万円などでございます。 

  次に、５ページからの歳出ですが、主な内容といたしまして、総務費は１７億５,６

５４万円で、行政情報化事業としてシステムの標準化移行や庁内ネットワークの維持管

理に係る経費のほか、筆の里工房事業、ふるさと納税事務事業などを計上しており、全

体の１４.７％を占めております。民生費は５１億１,８４６万５,０００円で、保育所

等運営事業として教育・保育の受入れ体制を確保するための経費のほか、障害者総合支

援事業、後期高齢者医療事業などを計上しており、４２.７％を占めております。 

  衛生費は９億１,１８９万９,０００円で、廃棄物中間処理・最終処分事業として、熊

野町から発生した一般廃棄物を業者委託により適正に処理するための経費のほか、廃棄

物収集運搬事業、感染症対策事業などを計上しており、７.６％を占めております。 

  土木費は１６億７５８万６,０００円で、筆の里工房周辺整備事業など観光交流拠点

として公園整備を実施する経費のほか、下水道事業繰出金、道路維持管理事業などを計

上しており、１３.４％を占めております。 

  教育費は１０億７,０２４万５,０００円で、学校給食事業として学校給食の提供によ

り、児童・生徒の心身の健全な発達を図るための経費のほか、学校支援事業、小・中学

校施設維持管理事業などを計上しており、８.９％を占めております。 

  次に、７ページでは第２表で４件の債務負担行為を、第３表で１４件の地方債を定め

ております。 

  次に、議案第２３号、令和７年度熊野町国民健康保険事業特別会計予算ですが、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２２億８,４２３万４,０００円とするものでござい

ます。 

  ２ページの歳入のうち主な内容は、国民健康保険税３億７,２４３万３,０００円、県

支出金１７億８６８万２,０００円、繰入金１億９,７９３万４,０００円でございます。 

  ３ページの歳出のうち主な内容は、保険給付費１６億４,５７０万７,０００円、国民
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健康保険事業費納付金５億６,４２０万２,０００円でございます。 

  次に、議案第２４号、令和７年度熊野町後期高齢者医療特別会計予算ですが、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億１,７２８万９,０００円とするものでございま

す。 

  ２ページの歳入のうち主な内容は、後期高齢者医療保険料４億６,６２１万円、繰入

金５億５,００４万８,０００円でございます。 

  ３ページの歳出のうち主な内容は、後期高齢者医療広域連合納付金１０億８９２万１,

０００円でございます。 

  次に、議案第２５号、令和７年度熊野町介護保険特別会計予算ですが、保険事業勘定

の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２４億６,７０２万６,０００円、介護サービ

ス事業勘定の歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２,０１２万５,０００円とするも

のでございます。 

  まず、保険事業勘定についてですが、４ページの歳入のうち主な内容は、保険料４億

７,１３４万８,０００円、支払基金交付金６億５,０９６万円、国庫支出金５億３,９３

９万円、県支出金３億５,６３０万６,０００円、繰入金４億４,７４８万１,０００円で

ございます。 

  ５ページの歳出のうち主な内容は、保険給付費２３億３,３５７万５,０００円、地域

支援事業費１億１,２１７万７,０００円でございます。 

  次に、介護サービス事業勘定についてですが、８ページの歳入のうち主な内容は、サ

ービス収入１,０７５万１,０００円、繰入金９３０万７,０００円でございます。 

  ９ページの歳出の内容は、事業費２,０１２万５,０００円でございます。 

  次に、議案第２６号、令和７年度熊野町下水道事業会計予算ですが、収益的収入及び

支出では、収益的収入予定額を６億６８０万４,０００円、収益的支出予定額を６億５

８６万２,０００円とするものでございます。 

  次に、資本的収入及び支出では、資本的収入予定額を３億７,５４８万６,０００円、

資本的支出予定額を５億６,３３０万８,０００円とするものでございます。また、第５

条で１件の企業債を定めております。 

  以上が一般会計及び３つの特別会計並びに１つの企業会計に係る令和７年度当初予算

の提案説明でございます。御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（時光） 以上で提案理由の説明を終わります。 

  お諮りします。 

  ただいま提案された令和７年度の熊野町一般会計予算及び各特別会計予算について並

びに企業会計予算については、議員全員で構成する予算特別委員会を設置し、これに一

括して審査を付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（時光） 異議なしと認めます。 

  よって、令和７年度の熊野町一般会計予算及び各特別会計予算について並びに企業会

計予算については、議員全員で構成する予算特別委員会を設置し、これに一括して審査

を付託することに決定しました。 

  暫時休憩します。 

（休憩 １０時３６分） 

（再開 １０時３６分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） 休憩前に引き続き、会議を再開します。 

  お諮りします。 

  ただいま設置いたしました予算特別委員会の委員長及び副委員長は議長において指名

したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（時光） 異議なしと認めます。 

  よって、予算特別委員会の委員長及び副委員長は議長において指名することに決定い

たしました。 

  お諮りします。 

  予算特別委員会の委員長に尺田議員、副委員長に民法議員を指名することに御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（時光） 異議なしと認めます。 

  よって、予算特別委員会の委員長に尺田議員、副委員長に民法議員を指名することに

決定いたしました。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（時光） これより日程第１６、発議第１号、熊野町議会の個人情報の保護に関す

る条例の一部を改正する条例案についてを議題とします。 

  提案者から趣旨説明を求めます。 

  片川議員。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○１０番（片川） それでは、熊野町議会、個人情報の保護に関する条例の一部を改正す

る条例の発議に伴う趣旨説明を行います。 

  お手元にお配りいたしました条例改正の案と新旧対照表、これを御覧いただきたいと

思います。 

  まず１点目といたしましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律、いわゆる番号法の一部改正により、本法律の規定を引用する本条

例に条項ずれが生じることとなったため、改正を行うものでございます。 

  ２点目といたしましては、刑法等の一部を改正する法律が令和４年に公布され、令和

７年６月１日から施行されることに伴い、改正するものでございます。 

  内容といたしましては、改正法において懲役及び禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁

刑を創設することなどが定められたことに伴い、これらの文言を引用している「懲役」

を「拘禁刑」に改めるものでございます。 

  以上でございます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（時光） 以上で趣旨説明を終わります。 

  発議第１号については、議員全員が賛成のため、質疑及び討論を省略し、直ちに採決

したいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（時光） 異議なしと認めます。 

  よって本案は質疑・討論を省略し、直ちに採決することに決定しました。 

  これより発議第１号について採決します。 

  本案については原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（時光） 異議なしと認めます。 
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  よって、発議第１号については原案のとおり可決されました。 

  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

  それでは、本日はこれにて散会といたします。 

（散会 １０時４０分） 


